
２．事業概要と進捗状況

１．事業の目的

事業経緯 進捗状況

事業概要

事 業 場 所 太田市新田市野井町～太田市下田島町

区 分 前回再評価時 今回

全 体 事 業 費 ５，４３９百万円 ９，４４５百万円

全体事業費増減の理由 －
河川整備計画見合いの

計画規模への変更を行ったため

事 業 期 間 Ｈ４～Ｒ４ Ｈ４～Ｒ１７

事 業 内 容
改修延長 ： ６,０４０ｍ
計画規模 ： １／１０

計画流下能力：４５ｍ３／ｓ

改修延長 ： ６,０４０ｍ
計画規模 ： １／３０

計画流下能力：６１ｍ３／ｓ

第１号議案
社会資本整備総合交付金事業

一級河川大川 太田市

着工年度

評価理由

平成４年度

再評価後５年経過

様式６－１

位 置 図
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Ｈ２９.１０氾濫状況(太田市新田木崎町） Ｈ２９.１０氾濫状況(太田市新田木崎町）

おおたしにったいちのい ちょう おおたし し も た じ まちょう

年 度 主 な 経 緯

Ｈ８ 用地買収着手

Ｈ１１ 工事着工（調節池）

Ｈ２５ 工事着工（河道）

Ｈ２６ 東武鉄道橋着手

Ｒ１ 三愛橋着手

全体計画
前回評価時の
進捗状況
(進捗率)

前年度までの
進捗状況
(進捗率)

事 業 費
９，４４５百万円 ３,５８８百万円

（３８．０％）

５，１０５百万円

（５４．０％）

用地買収
１６７，０００ｍ2 ６５，６１０ｍ2

(３９．３％)

１０４，４６５ｍ2

(６２．６％)

改修延長
６，０４０ｍ １，１００ｍ

(１８．２％)

１，６４５ｍ

(２７．２％)

・大川は、太田市内（下田島町～新田市野井町）を流下し、石田川に合
流する流域面積２９ｋｍ2の一級河川である。
・本計画の流域内では、商業団地・工業団地の開発や土地区画整理事
業による宅地化が進んでいるが、河川断面狭小による流下能力不足か
ら、家屋や主要道路の浸水被害が度々発生している状況である。
・このため、河道拡幅や調節池整備等の河川改修工事を行うことで、洪
水を安全に流下させ、浸水被害及び内水被害を軽減することを目的とし
て事業を実施するものである。

おおかわ

事業箇所



２．事業概要と進捗状況（図面・写真等）

概要図（一級河川 大川）

② 区画整理事業内整備箇所

木崎駅

Ｈ２７.７（台風第１１号） 浸水

Ｒ１.１０（台風第１９号） 浸水

◆近年の浸水被害について

◆総事業費増額の理由

・ 平成２９年１０月台風第２１号出水では、
床上浸水５戸、床下浸水１戸の被害が発生
・令和元年１０月台風第１９号出水では、
床上浸水５戸、床下浸水２６戸の被害が発生

①河川整備計画見合いの計画規模への変更

事業着手時は、本河川が合流する石田川の河川改修が未完成で
あったことから、計画規模１／１０で暫定改修を進めることとしていた。

しかし、大川における近年の被災状況を踏まえると、早期に浸水被害
のリスクを最小限にする必要があり、石田川や石田川調節池等の改
修が進捗し、下流域の流下能力が確保できたことから、河川整備計画
見合いの計画規模１／３０での改修が可能になったため、流下能力を
向上するために断面形状が変更となり、事業費の増額が生じた。

計画規模 ：１／１０

計画流下能力：４５m３/s

Ｈ２９.１０（台風第２１号） 浸水

Ｈ２９.１０（台風第２１号） 浸水

当初 変更後

① 東武鉄道橋整備箇所

③ 未整備箇所（現況河道）

計画規模 ：１／３０

計画流下能力：６１m３/s

三愛橋

②仮設工法の変更

橋梁仮設矢板の打ち込みに際し、地中に当
初想定していなかった転石があり、仮設工法の
変更が必要となったため、これに伴う事業費の
増額が生じた。

硬質地盤圧入工法の様子

新田商業団地
Ｈ７～Ｈ１５
Ａ=３５ｈａ

新田中部工業団地
Ｓ４５
Ａ=５６.６ｈａ

宝泉南部土地区画
整理事業
Ｈ３～Ｒ１０
Ａ=４２.６ｈａ

Ｈ２９.１０氾濫状況(太田市新田木崎町）

→ 計画規模の変更により土羽護岸からブロック積護岸へ変更

未整備区間

整備済区間

70～80cm

転石の様子

東武鉄道橋
令和６年
完成予定



３．事業の目的・必要性に変化はあるのか？

４．目的を達成するための事業（手段）は適切か？

費用便益分析

44cm以下

45-94cm

95cm以上

想定氾濫区域現況河川は、河川断面が小さく、豪雨時には沿川地域で浸水被害が発
生している。

また、工業団地や住宅が多く密集する地域を流れていることから、浸水被
害が発生すると、その被害は甚大になるため、本事業の必要性は引き続き
高い。

(確率規模1/30)

出水状況（改修済み区間）（R1.10 下田島町） 氾濫状況（H27.7 新田赤堀町）

現地の状況をふまえ、調節池整備により、下流域にかかる負荷を極力軽減した上で、市街化が進
んだ下流域での用地買収を伴う河道拡幅を最小限に抑える現計画が、治水効果やコスト面から最
適な計画であり、手段は適切である。

早期に治水効果が期待できる最上流部の調節池を先行整備した後、下流から順次河道拡幅する
計画で進めており、下流域の沿川における太田市が実施する土地区画整理事業との協調という面
でも整備順序は適切である。

前 回 再 評 価 時 今 回 再 評 価 時 備 考

算 出 根 拠 マ ニ ュ ア ル
治水経済調査マニュアル（案）

平成17年4月
治水経済調査マニュアル（案）

令和2年4月

基 準 年 平成２７年 令和２年

区 分 項 目 現在価値 構成比 現在価値 構成比

費 用

(千円)

工 事 費 13,745,967 97.8％ 20,024,458 90.2％

維 持 管 理 費 310,793 2.2％ 2,179,603 9.8％

費 用 合 計 ( C ) 14,056,760 22,204,061

便 益

(千円)

一般資産被害軽減便益① 76,226,565 35.5% 293,650,713 47.0%

農作物被害軽減便益② 1,315,504 0.6% 2,424,676 0.4%

公共土木施設等被害軽減便益③ 129,919,961 60.6% 299,041,126 47.8%

営業停止損失軽減便益④ 4,290,230 2.0% 14,680,752 2.3%

応急対策費用軽減便益⑤ 2,885,557 1.3% 15,602,232 2.5%

便 益 合 計 ( B ) 214,637,817 625,399,499

費 用 対 効 果 分 析 ( B / C ) １５．２７ ２８．１７

通常時 降雨後

大川調節池の整備効果（R1.10） 区画整理事業内の様子



宝泉南部土地区画整理事業 計画図 【 宝泉南部土地区画整理事業の概要 】
Ｈ ３ 事業着手
Ｈ２３ 事業区域の縮小（４６．２ｈａ）
Ｈ２７ 事業期間を延伸（Ｈ３０→Ｈ３５）
Ｈ３０ 事業期間を延伸（Ｒ５→Ｒ１０）
Ｒ１０ 事業完了（予定）

５．事業が長期間要している理由は？

６．事業の対応方針は？

事業継続 ・ 事業中止

変更なし ・ 事業計画の変更 ・ スケジュールの変更
• 本事業は、大川沿川の浸水被害のリスクを軽減するための事業である。

• 区画整理事業の用地買収に遅れがみられたことから、整備の進捗が遅れていたが、区画整理事業内の全て

の家屋移転がＲ１年度に完了したため、移転区間の河道拡幅を実施し、早期の効果発現のために事業進捗を

図りたい。

• 当該河川流域では、流下能力不足により、沿川の住宅地や農地において浸水被害が頻発しており、今後も溢

水による浸水被害が想定される。そのため、引き続き河川改修を促進させ、治水安全度の向上を図る必要が

あるため、事業継続は妥当である。

河道

東武伊勢崎線

計画区域

河道計画

７．市町村意見

市町村 再評価における意見

太田市
一級河川大川の治水安全度の向上を図る必要があること

から、引き続き早期整備に向けて事業を進めていただきた
い。

【元々が長期計画】

河川事業では、下流部が未改修のままで上流部を改修すると、下流側に新たな氾濫を起こすおそれが生じるため、
原則下流から改修していく必要がある。本河川においては、６，０４０ｍにわたる大規模な河道改修が必要であり、計
画当初から長期の計画となっている。

【不測の事態により長期化】

• 河川整備計画見合いの計画規模１／３０での改修が可能になったため、流下能力を向上するために断面形状が
変更となり、 設計の検討及び施工に１１年多くの期間を要する見込みである。

• 橋梁仮設矢板の打ち込みに際し、当初想定を超える転石が判明したことにより、仮設工法の変更が生じたため、
その検討及び施工に１年多くの期間を要している。

• 大川の最下流部に位置し、協調事業として進めている太田市施工の「宝泉南部土地区画整理事業」については、
前回再評価時点ではＲ５年度の完成予定であったが、Ｈ３０年度に事業期間を５年間延伸することとなり、Ｒ１０年
度完成となった。それに伴い土地区画整理事業により実施する河川予定地の用地取得や家屋移転のために１年
多く期間を要している。

ほうせんなんぶ

大
川

大
川

対象家屋
（Ｒ１年全家屋
移転完了）

計画平面図

移転完了状況

【 元々が長期計画 不測の事態により長期化 】



１．計画の概要及び事業費

２．当初計画（事業費）を変更する理由

３．今回の変更計画の妥当性

４．事業費の縮減に向けた取組

（１）当初計画
①事業概要

改修延長 ： ６,０４０ｍ
計画規模 ： １／１０
計画流下能力：４５ｍ３／ｓ

①区画整理事業と協調し、橋梁の統廃合を行い約１．５億円縮減した

• 大川の沿川では、令和元年の東日本台風をはじめ、平成２９年台風第２１号や平成２７年台風第１１号など、度重なる
浸水被害が発生しているが、区画整理事業と協調して計画規模１／３０で既に完成している区間では、近年の出水に
おいても浸水被害が発生していないことから、事業効果を発現している。そのため、洪水を安全に流下させ、浸水被害
などを軽減する事業目的を達成するためには、計画規模１／３０で整備する変更計画は妥当である。

• 当初ボーリング調査から最も経済的な工法である油圧式圧入機ウォータージェット併用工法を採用して工事を発注し
た。施工を進めていたところ、GL-5.5m付近に調査結果と異なる転石層（φ50～80cm程度）が存在し、圧入が不可能と
なった。そのため、転石への圧入が可能な硬質地盤クリア工法へ変更となった。硬質地盤クリア工法は転石への打ち
込みで多数使用されている実績があり、変更は妥当である。

②事業費の構成

（２）変更後の計画
①変更後の事業概要

改修延長 ： ６,０４０ｍ
計画規模 ： １／３０
計画流下能力：６１ｍ３／ｓ

項目 変更前 変更後 増減額 備考

本工事費 １９．７ ５５．５ ＋３７．３
－１．５

河川整備計画見合いの計
画規模への変更による増額

用地補償費 ２９．５ ２９．５

測量試験費 ５．２ ９．５ ＋４．３ 河川整備計画見合いの計
画規模への変更による増額

合計 ５４．４ ９４．５ ＋４０．１

様式６－２

【単位：億円】

◆橋梁仮設矢板の打ち込み工法の変更について

硬質地盤圧入工法

転
石
に
よ
り
施
工
方
法
を

硬
質
地
盤
圧
入
工
法
へ

変
更
し
た

◆ 計画規模１／３０断面

◆ 計画規模１／１０断面当初

今回
変更 両岸をブロック積みとして、流下断面

を確保する

◆整備方針の変更について

両岸を土羽護岸として、流下断面を
確保する

計画規模の変更により
土羽護岸からブロック積護岸へ変更

転石の様子

（１）本工事費［＋３７．３億円］

• 事業着手時は、本河川が合流する石田川の河川改修が未完成であったことから、計画規模１／１０で暫定改修を進め
ることとしていたが、石田川や石田川調節池等の改修が進捗したことから、河川整備計画見合いの計画規模１／３０で
の改修が可能になったため、流下能力を向上するために断面形状が変更となり、事業費の増額が生じた。 （＋３６．３
億円）

• 橋梁仮設矢板の打ち込みに際し、当初想定を超える転石が判明したことにより、仮設工法の変更が必要となったため、
これに伴う事業費の増額が生じた。 （＋１．０億円）

（２）測量試験費［＋４．３億円］
• 計画規模１／３０で改修を進める方針へ転換することに伴い、護岸形状の変更に必要な設計費の増額が生じた。 （４．
３億円）



前回評
価

マニュアル Ｂ／Ｃ 費用便益分析の便益(百万円)

前回 今回 前回 今回 便益項目 前回 今回 主な理由

H28 H17 R2 15.27 28.17

一般資産被害軽減便益 76,227 293,651
確率規模の変更により想定氾濫区域内の資産（家屋等）
が増加したため
・家屋等（床面積） 17ha → 24ha

農作物被害軽減便益 1,316 2,425
確率規模の変更による水田・畑の増加に伴い、資産（農
作物）が増加したため
・水田・畑面積 228.8ha → 241.9ha

公共土木施設等被害軽減便益 129,920 299,041

一般資産被害軽減便益の増加に伴い公共土木・公共事業
施設の便益が増加したことに加え、確率規模の変更によ
る水田・畑の面積の増加により農地・農業用施設の便益
が増加したため
・水田・畑面積 228.8ha → 241.9ha

営業停止損失軽減便益 4,290 14,681
確率規模の変更により営業停止・停滞日数が増加したた
め
・営業停止・停滞日数 10,321日 → 40,222日

応急対策費用軽減便益 2,886 15,602
マニュアルの改定により水害廃棄物処理費用が追加され
たため
・家庭用用品の被害額×0.00623を追加

合計 214,638 625,399

１．費用便益分析について

２．便益の主な増減理由

様式６－３

②治水経済調査マニュアルの改定
「治水経済調査マニュアル（案）」では、改定前はH8年に発生した災害履歴から被害率等を設定していたが、近年の豪雨による被害状況
を踏まえた治水経済調査マニュアルの改訂に伴い被害率が見直されたため、便益を算出する被害額が増減し便益が変更となった。

①計画規模の変更による便益の増加
石田川や石田川調節池等の改修が進捗したことから、河川整備
計画見合いの計画規模１／３０で改修を進める必要が生じた。そ
の結果、リスクを軽減すべき資産が多くなり、便益の指標となる家屋数や農
作物資産額、従業員数が増加したため、全項目において便益が増加した。

対象水害 前回
｢治水経済調査マニュアル（案）｣（平成17年4月）

今回
｢治水経済調査マニュアル（案）｣（令和2年4月）

年度 平成５年災 ～ 平成８年災 平成５年災 ～ 平成２９年災

対象とした
水害の数 ５水害 ２１水害

対象項目 前回 今回

確率規模 1/10 1/30


